
 
問Ⅵ‐２‐③（区分経理） 

 共通費用は必ず配賦しなければならないのでしょうか。 

答 

１ 事業費と管理費とに関連する費用で配賦することが困難な費用は管理費に

配賦することができます。事業費のうち公益目的事業に係る事業費と収益事

業等に係る事業費とに関連する費用で配賦することが困難な費用は、収益事

業等に係る事業費に配賦することができます（公益法人認定法施行規則第 19

条）。 

 

２ 公益目的事業に係る事業費で各事業に配賦することが困難な費用は、公益

目的事業に関する会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することがで

きます。収益事業等に係る事業費で収益事業とその他の事業とに配賦するこ

とが困難な費用は、収益事業に係る費用に配賦することができます。収益事

業又はその他の事業のそれぞれにおいて、各事業に配賦することが困難な費

用はそれぞれの会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができ

ます。 

 

 
 


